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社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂等について 

 

 

ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は本会の活動に対しまし

て、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、社会保険加入対策等の強化に伴い、法定福利費等の労働関係諸経費の削

減を意図して、技能者の一人親方化が進んでいる実態を受け、国土交通省では令

和２年度に「建設業の一人親方問題に関する検討会中間取りまとめ」を公表いた

しました。また、令和６年４月１日以降、建設業においては労働基準法の時間外

労働の上限に関する規制が適用されることからも、請負人として扱うべき者で

あるかについてより適切な判断が必要となります。 

こうした状況を受けて、国土交通省では「社会保険の加入に関する下請指導ガ

イドライン」を改訂するとともに、同ガイドラインの取扱いについての周知依頼

がありました。 

つきましては、貴協会会員企業の皆様にご周知下さいますようよろしくお願

い申し上げます。 

 

以上 

（担当：労働部 吉田） 


